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2018年1月 

 
 

会員各位 

 
 
  
 

財務報告および2018年の改定事項 

 
 

1月23日、シンガポールにおいて理事会が開催され、そこで以下の事項につき報告されました。  

 

トン数 

 

当協会に所属する船主の船舶のトン数は継続的な伸びを見せ、2017年2月20日から2018年1月

20日の期間にかけて450万トンを記録、船主の船舶とチャーター船のトン数は合わせて1億5600

万トンに増加しました。 

 

保険の引受実績 

 
2017～18年度 

今日までに報告された保有クレームについて、本年度のクレームの総費用は、前年度の同時期の非

常に低い水準と比較して上振れしていますが、過去3年間の平均値と近似するものです。推定25万

米ドルを超えるクレーム件数は、近年の数字と比べると比較的低水準にありますが、本年度のクレ

ームの平均費用は高止まりの状態が続いています。 

 

プールクレームは、現時点で2016～2017年度の水準と比較して非常に高い水準にあります。 

報告されたクレーム件数のうち5件は暫定的なもので、これらのクレームの総費用は、過去数年

間の同時期の平均値よりも高い水準にあります。この水準の見積金額（当協会のクレームの限

度額の超過分）は、プールの上限に至らないケースよりも変動幅が大きくなります。 

 

2016～17年度および過去数年間 

近年のクレームの動向を全体的に見ると、これまでの予想を下回る傾向が続いています。 
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投資 

 

当協会は、今年1月までの11ヶ月間で為替変動を差し引いて3.2%の収益率を記録し、保険の引

受実績に反映されました。当協会の余剰金のうち、この時期に特に堅調だったのが株式のポー

トフォリオから得られた収益でした。 

 

再保険 

 

当協会の回覧第L.303号で報告させていただいた通り、2018～2019年度の国際P&Iグループの超

過損害額の再保険の費用およびHydra再保険プログラムの費用が3年連続で減少、全船主会員がそ

の恩恵を受けることができました。 

 

資本の管理 

 

理事会の2017年10月付の決定に従い、2015～2016年度に支払われた相互保険の掛け金（2560万

米ドル）の10%が11月付で各会員に還付されました。還付後でも、年度末の任意積立金の推定金

額は、概ね変化なしと予想されています。理事会は、掛け金をさらに還付すべきかどうかについ

て2018年10月に検討する予定です。 

 

英国のEU離脱 

 

英国がEUを離脱することを決定したのを受けて、欧州域内でSteamship Mutualの新会社を立ち上

げ、欧州経済地域内のリスクにつき付保して参ります。新会社の設立地は、オランダとすることを

理事会で決定しました。 

 
 

引き続きご指導ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。 
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